
今後の進め方について

兵 庫 県
Hyogo prefecture

資料6



協議会の進め方 兵庫県
Hyogo prefecture

○取組内容の検討
・走行環境整備 ・受入環境整備 ・情報発信 ・利活用
・取り組みの推進体制、役割分担

○取組内容の決定

第１回
(R1.7.9)

第２回
(R1.10.30)

第３回
(R1.12月頃)

担当者会議(H31.4.25)

来年度
（R2.7月頃）

○R2年度の取組内容の確認
（R３以降は、前年度の進捗状況と当該年度の取組内容の確認）

1

※書面開催とする場合も有り

担当者会議
(R2.1～2月)

○取組内容の詳細検討、情報共有
・実施箇所、数量等の検討
・統一事項（看板レイアウト等）の共有 等

※年１回程度で協議会を開催


